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諮問日：令和４年５月２日（諮問第２５８号） 

答申日：令和８年４月７日（答申第２０３号） 

件 名：避難計画関係文書に係る行政文書の部分開示決定に対する審査請求について 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は、本件審査請求の対象となった部分開示決定において開示しない

こととした情報のうち、別紙１については開示することとし、その他の部分につ

いては非開示とすることが妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 審査請求人は、令和３年１０月１９日付けで、情報公開条例（平成１１年宮城

県条例第１０号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定により、宮城県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、下記に掲げる行政文書について、開示の請

求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

（１）女川原発２号機で放射性物質が外部に漏れる事故が発生し、ＰＡＺ、ＵＰ

Ｚ全域に広域避難の指示が出た場合の検査場所の稼働に関連して 

ア 使用する検査場所と使用しない検査場所の区別を東北電力(株)に連絡す

るべき立場にある者の職種等が分かる資料 

    イ （東北電力(株)に連絡して）検査場所の要員の確保と各検査場所に派遣

する具体的な要員数を指示するべき立場にある者の職種等が分かる資料 

ウ どのような条件が満たされた場合、その者が検査場所の要員の確保を指

示するべきことになっているか、その条件が分かる資料 

エ 東北電力(株)から各検査場所に派遣された要員の役割分担が記載された

資料 

オ 各検査場所に宮城県の職員が派遣されるか否かが分かる資料。派遣され

る場合、全体の人数とその部署、各検査場所内での役割が記載された資料 

カ （東北電力(株)が）動員の要請を受けてから要員が各検査場所に要員が

到着するまでの時間を予測した資料 

キ （東北電力(株)が）動員の要請を受けてから各検査場所の稼働を開始す

るまでの日数を予測した資料 

ク 鷹来の森運動公園と涌谷スタジアム野球場の検査場所（以下、両検査場

所）を使用することになった場合、両検査場所で検査する予定車両の台数
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を調査した資料 

ケ 両検査場所の処理能力を調査したことがあるかどうか分かる資料 

コ 鷹来の森運動公園と涌谷スタジアム野球場の検査場所の稼働日数が最大

何日になるかを調べた資料 

サ 各検査場所内に要員の宿泊施設を整備する必要があるか否か、整備する

ことができるか否かを調査した資料 

シ 各検査場所の要員のための食料の確保が必要であるか否か、確保できる

か否かを調査した資料 

ス 安定ヨウ素剤を各検査場所に運ぶ人（業者）が誰なのか分かる資料 

セ 検査場所において使用するレーンを保管場所から各検査場所に運搬する

業者名の記載された文書 

ソ レーンを除く検査場所の検査に要する資材を購入するべき立場の者の職

種等が分かる資料 

タ 上記ソの者がその資材の購入を決定して確保できるまでに要する日数を

調査した結果が記載された資料 

チ その資材の購入を確保してから各検査場所に届けるのに要する日数を調

査した結果が記載された資料 

（２）女川原発２号機で放射性物質が外部に漏れる事故が発生し、ＰＡＺ、ＵＰ

Ｚ全域に広域避難の指示が出た場合のバスの確保に関連して 

    ア バスで避難するＰＡＺ、ＵＰＺ避難者の人数を調査した結果が記載され

た資料 

    イ その人数を乗せるために必要なバスの台数を調査した結果が記載された

資料 

    ウ バスの確保をバス協会所属の事業者に要請を行った際、以下の質問を受

けた場合、宮城県、あるいはバス協会の職員がどのように回答するか、宮

城県内で協議した結果が記載された資料。また、その点についてバス協会

と協議した結果が記載された資料 

     (ｱ) 事業所を出発して事業所に戻ってくるまでのおよその時間（日数） 

(ｲ) 厚生労働省の改善基準告示が定める運転手の拘束時間内に戻ってく

ることができるのか 

(ｳ) 休憩場所は定まっているか（運転手あるいは添乗職員の判断で探すの

か） 

(ｴ) 食料、水、燃料は途中で補給されるのか  

(ｵ) 運転手に被ばくの危険性があるのか  



 

 

 

 

 

 - 3 - 

(ｶ) 防護用の衣類の提供はあるのか  

(ｷ) 料金はどうなるか 

  （３）女川原発２号機で放射性物質が外部に漏れる事故が発生し、ＰＡＺ、ＵＰ

Ｚ全域に広域避難の指示が出た場合の避難車両が渋滞に巻き込まれ、食料、

水等の補給が望めず、トイレを見つけることも困難である場合、避難開始後、

何日間その状態で持ちこたえられるかを調べた結果が記載された資料 

    

２ 実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書（以下「本件行政文書」という。）

として下記のものを特定した。 

 

請求項目 本件行政文書 

（１）－エ ① 令和３年６月９日面談箋 

② 令和３年７月１４日面談箋 

③ 令和３年８月６日打合記録簿 

④ 令和３年８月２３日打合記録簿 

（１）－オ ⑤ 令和３年８月５日風の会資料 

⑥ 令和３年９月２日風の会資料 

（１）－ケ ⑦ 令和元年度原子力防災訓練の記録（鷹来の森運動公園） 

（２）－ア ⑧ 地区別人口データ 

（２）－イ ⑨ ＳＥ・ＧＥ避難者数及び輸送能力まとめ（ＰＡＺ・準

ＰＡＺ）データ 

 ⑩ ＰＡＺ・準ＰＡＺにおけるＳＥ避難配車図 

（２）－ウ－(ｵ) ⑪ 平成３０年９月１３日 原子力災害時における緊急輸

送に関する協定書 

（２）－ウ－(ｶ) ⑪ 平成３０年９月１３日 原子力災害時における緊急輸

送に関する協定書 

 ⑫ 令和３年６月１７日復命書 

⑬ 令和３年７月８日復命書 

⑭ 令和３年９月２７日復命書 

（２）－ウ－(ｷ) ⑪ 平成３０年９月１３日 原子力災害時における緊急輸

送に関する協定書 
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その上で、実施機関は、一部について開示をしない理由を次のとおり付して部

分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、令和４年３月１８日付けで審査

請求人に通知した。 

 

条例第８条第１項第２号該当 

本件行政文書には、法人の従業員の職及び氏名等が記載されており、これらは

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るため。 

 

条例第８条第１項第３号該当 

本件行政文書には、法人の代表者の印影や、法人の独自に収集した関連機関の

情報やまだ確定していない方針等が記載されており、これらは、法人等又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等

又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる

ため。 

 

条例第８条第１項第６号該当 

本件行政文書には、避難退域時検査場所の要員数等未確定の検討情報等が含ま

れており、公開することにより、今後の相手方への説明の際等に無用な混乱や誤

解を招くなど、当該事務事業の意思形成に支障が生ずると明らかに認められるた

め。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   「本件行政文書（１）－エ、同（１）－オ、同（２）－ウ－(ｶ)の⑫ないし⑭の

部分開示処分を取り消す。」との裁決を求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

（１） 条例第８条第１項第２号該当について 

同号に該当する本件行政文書として、令和３年６月９日面談箋、同年７月

１４日面談箋、同年８月６日記録簿、同月２３日記録簿、同年６月１７日復

命書、同年７月８日復命書がある。そして、これらの文書には、法人の従業

員の職及び氏名等が記載されており、特定の個人が識別され、若しくは識別

され得るという理由で不開示となっている。 

しかし、令和３年６月９日面談箋、同年７月１４日面談箋、同年８月６日
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記録簿、及び同月２３日記録簿はいずれも、宮城県（以下、「県」）担当者と

東北電力株式会社（以下、「東北電力」）担当者との間で、原子力災害対策に

ついての面談ないし打ち合わせが行われた記録であり、不開示部分である東

北電力担当者の職ないし氏名が明らかになったとして、東北電力の当該担当

者が、原子力災害対策について、自己の職務として、県担当者と面談ないし

打ち合わせをしたという事実が明らかになるにすぎず、何ら、同号の趣旨と

いうべき、個人のプライバシー権等が侵害されることなどない。 

また、令和３年６月１７日復命書は県担当者が公益社団法人宮城県バス協

会（以下、「バス協会」）を訪問した報告書となっているが、不開示部分であ

るバス協会担当者の職及び氏名が明らかになったとして、バス協会担当者が、

自己の職務として、県担当者と面談ないし打ち合わせをしたという事実が明

らかになるにすぎず、何ら、同号の趣旨というべき、個人のプライバシー権

等が侵害されることなどない。 

さらに、令和３年７月８日復命書は県担当者が有限会社ピー・エイチ・エ

ス（以下、「ピー・エイチ・エス」）等を訪問し、輸送事業者の協力体制につ

いて打ち合わせた報告書となっているが、不開示部分であるピー・エイチ・

エス担当者の職及び氏名が明らかになったとして、ピー・エイチ・エス担当

者が、自己の職務として、県担当者と面談ないし打ち合わせをしたという事

実が明らかになるにすぎず、何ら、同号の趣旨というべき、個人のプライバ

シー権等が侵害されることなどない。 

よって、本件開示請求については、条例第８条第１項第２号には該当しな

い。 

（２） 条例第８条第１項第３号該当について 

同号に該当する本件行政文書として、令和３年６月９日面談箋、同年７ 

月１４日面談箋、同年８月６日記録簿、同月２３日記録簿、同月風の会資料、

同年９月２日風の会資料、同年６月１７日復命書、同年７月８日復命書、同

年９月２４日復命書がある。そして、これらの文書には、法人等又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人

等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれるという

理由で不開示となっている。 

しかし、かかる文書はいずれも、女川原子力発電所の原子力災害対策のた

めに検討作成された資料である。かかる原子力災害対策は、石巻市等の各自

治体が広域避難計画を作成し、これに避難先自治体、国、県、及び東北電力、

バス協会等の関係機関が関与するものであるが、その内容が明らかになった
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としても、原子力災害対策が何ら市場における競争原理が働くような事項で

はないことから、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益が損なわれるようなことはない。 

したがって、当該不開示決定部分を開示したとして、当該法人等又は当該

個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれるものではない。 

よって、本件開示請求については、条例第８条第１項第３号には該当しな

い。 

（３） 条例第８条第１項第６号該当について 

同号に該当する本件行政文書として、令和３年６月９日面談箋、同年７月

１４日面談箋、同年８月６日記録簿、同月２３日記録簿、同月風の会資料、

同年９月２日風の会資料、同年６月１７日復命書、同年７月８日復命書、同

年９月２４日復命書がある。そして、これらの文書には、避難退域時検査場

所の要員数等未確定の検討情報等が含まれており、公開することにより、今

後の相手方への説明の際等に無用な混乱や誤解を招くなど、当該事務事業の

意思形成に支障が生ずると明らかに認められるという理由で不開示となって

いる。 

しかし、同不開示決定では、避難退域時検査場所の要員数の検討状況等が

開示されたとして、なぜ相手方たる東北電力への説明の際等に無用な混乱や

誤解を招くのか明らかではなく、当該事務事業の意思形成への支障というの

は抽象的な懸念にすぎず、何らかかる支障が明らかに認められるとはいえな

い。 

よって、本件開示請求については、条例第８条第１項第６号には該当しな

い。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

１ 条例第８条第１項第２号該当 

本件行政文書には、職・氏名が記載されており、これらは個人に関する情報で、

特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、条例第８条第１項第２号

に該当し、また、同号イ及びロに定める開示情報にも該当しないことから、非開

示とした。 

 

２ 条例第８条第１項第３号該当 

本件行政文書は、東北電力株式会社、公益社団法人宮城県バス協会等関係機関

との打合せ記録、面談箋、復命書及び添付資料等であるが、これらには、法人の
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独自に収集した関連機関の情報、確定していない事業活動方針等、法人の内部情

報が記録されており、公開することにより、その内容が既成事実化され、今後の

法人の事務運営に支障をきたすおそれがあり、当該法人等の権利、競争上の地位

その他正当な利益が損なわれると認められることから、条例第８条第１項第３号

に該当するため、非開示とした。 

 

３ 条例第８条第１項第６号該当 

本件行政文書には、避難退域時検査等場所における要員数の検討状況や、資機

材の配布方針、住民輸送用バスの一時集合場所への事前割振りの案などが記録さ

れているが、これらには、災害時における住民の安全確保を図り、適切な緊急時

対応を推進していく上で、未確定の検討段階にある情報が含まれており、公開す

ることにより、県民及び関係者に無用の誤解を与え、当該事務事業又は将来の同

種の事務事業に係る意思形成過程に支障が生ずると明らかに認められることから、

条例第８条第１項第６号に該当するため、非開示とした。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

条例は、「地方自治の本旨にのっとり、県民の知る権利を尊重し、行政文書の開

示を請求する権利」を明らかにすることにより、「県政運営の透明性の一層の向上

を図り、もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにすると

ともに、県民による県政の監視と参加の充実を推進し、及び県政に対する県民の

理解と信頼を確保し、公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的」として

制定されたものであり、原則公開の理念の下に解釈され、及び運用されなければ

ならない。 

当審査会は、この原則公開の理念に立って、条例を解釈し、以下のとおり判断

するものである。 

 

 ２ 本件行政文書について 

審議の対象となる本件行政文書については、第２の２及び第３の１のとおりで

ある。当審査会では、実施機関から本件行政文書の提供を受け、これをインカメ

ラ審理によって実際に見分し、本件処分の妥当性について検討する。 

   なお、当審査会の事務局職員をして実施機関に現時点での開示、非開示の判断

を確認させたところ、次のとおり回答があった。 
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条例第８条第１項第３号及び第６号に該当するとして非開示とした情報のうち、

別紙１に掲げる情報は、法人の事業活動方針等が確定し、当該法人等の権利、競

争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそれがなくなったこと及び県の最終

的な意思決定が終了したことにより、開示しても差し支えない。 

 

したがって、当審査会は、実施機関が現時点において開示と判断した情報につ

いて、双方に争いがないものと認められることから、実施機関が非開示を維持し

た情報についてのみ検討する。 

 

３ 本件処分の妥当性について 

   （１）条例第８条第１項第２号の妥当性について 

ア 条例第８条第１項第２号の規定について 

条例第８条第１項第２号本文は、「個人に関する情報（事業を営む個人 

の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され、若し

くは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開

することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの」を非

開示事由として規定しているが、同号ただし書により、次に掲げる情報が

記録されている行政文書については、同号本文に該当する場合であっても、

行政文書の開示をしなければならない。 

（イ）法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予

定されている情報 

（ロ）当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号)

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１

年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び

職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定す

る独立行政法人等をいう。）の役員及び職員、地方公務員法(昭和２５

年法律第２６１号)第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政

法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公

務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 

イ 条例第８条第１項第２号該当性について 

本件行政文書のうち、面談箋及び復命書には、実施機関が面談や打合せ

を行った相手方である東北電力株式会社、公益社団法人宮城県バス協会及
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び有限会社ピー・エイチ・エスの公表されていない職員の職・氏名が記載

されている。これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が

識別され、若しくは識別され得るものであり、条例第８条第１項第２号本

文に該当し、同号ただし書きイ及びロにも該当しないため非開示とするこ

とが妥当である。 

 

（２）条例第８条第１項第６号の妥当性について 

ア 条例第８条第１項第６号の規定について 

条例第８条第１項第６号は、「県、県が設立した地方独立行政法人、公社

又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関内部若

しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若しくは公社

の内部又は県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社及び国等の機

関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、

公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思

形成に支障が生ずると明らかに認められるもの」を非開示事由として規定

しており、公開することにより、県等の事務事業に係る意思形成に支障が

生ずると明らかに認められる情報が記録されている行政文書については、

行政文書の開示をしないことを定めたものである。 

イ 条例第８条第１項第６号該当性について 

      当審査会において本件行政文書のうち、「⑫令和３年６月１７日復命書」

の非開示とした資料を見分したところ、当該資料は関係病院等で構成され

る宮城地区原子力災害医療ネットワーク会議・専門部会の原子力災害発生

時における病院避難時の搬送方法に係る検討資料であった。このため、実

施機関に対して、非開示と判断した理由について改めて説明を求めたとこ

ろ、次のとおり回答があった。 

 

      原子力災害発生時における病院避難時の搬送方法については、現在も関

係機関と調整中であり、意思形成過程であるため。 

 

      そこで、当該非開示情報を確認したところ、現時点においても、公表さ

れていない情報であると認められ、意思形成の過程の中にある情報が公に

されると、県民に無用の誤解を与えることが認められるとともに、非公表

の資料の内容が推認されることにより、今後、検討に必要な行政機関等か

らの必要な資料の提供を受けることが困難となるなど、将来の同種の事務
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事業に係る意思形成に支障が生じることが明らかに認められる。 

したがって、これらの情報については、同項第６号に該当し、非開示と

することが妥当である。 

 

また、本件行政文書には、条例第８条第１項第６号だけでなく、公にす

ることにより、本件行政文書に係る当該事務事業若しくは将来の同種の事

務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは

円滑な執行に支障が生ずると認められる情報が見受けられることから、同

項第７号の非開示情報への該当性についても以下検討する。 

 

（３）条例第８条第１項第７号の妥当性について 

ア 条例第８条第１項第７号の規定について 

条例第８条第１項第７号は、「県の機関、県が設立した地方独立行政法人、

公社又は国等の機関（以下「県等」という。）が行う検査、監査、取締り、

争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、

当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来

の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公

正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの」を非開示事由と

して規定しており、公開することにより、県等が行う事務事業の公正又は

円滑な執行の確保に支障が生ずると認められる情報が記録されている行政

文書については、行政文書の開示をしないことを定めたものである。 

イ 条例第８条第１項第７号該当性について 

当審査会において本件行政文書のうち、「①令和３年６月９日面談箋」、

「②令和３年７月１４日面談箋」、及び「③令和３年８月６日打合記録簿」

の非開示とした資料を見分したところ、当該資料は原子力災害発生時にお

ける避難スキーム構築に係る検討資料であった。このため、実施機関に対

して、非開示と判断した理由について改めて説明を求めたところ、次のと

おり回答があった。 

 

当該非開示情報を開示すると、本来の避難スキームに混乱を招き、円滑

な避難実施に多大な支障が生じるため。 

 

そこで当該非開示情報を確認したところ、現時点においても公表されて

いない避難スキームに関する情報が記載されており、これらの情報を開示
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すると実施機関が懸念するように、避難スキームに混乱を招き、原子力災

害発生時の円滑な避難実施が達成できなくなることから、事務事業の公正

若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められる。 

したがって、これらの情報については、同項第７号に該当し、非開示と

することが妥当である。 

（４）審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断に影

響を与えるものではない。 

 

４ 結論 

  以上のとおり、実施機関が行った本件処分のうち、実施機関が現時点において

開示と判断した別紙１に掲げる情報を除き、非開示としたことは妥当である。 

 

第６ 審査の経過 

当審査会の処理経過は、別紙２のとおりである。 
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別紙１ 

 

本件行政文書 ページ 実施機関が開示と判断した部分 

令和３年６月９日面談箋 １ ・内容の欄の８行目全て 

・内容の欄の１２行目から１５行目

まで全て 

・内容の欄の１７行目から２３行目

まで全て 

 ２ ・２ページの非開示部分全て 

 ３ ・３ページ全て 

 ７ ・令和３年６月９日お打ち合わせ資

料の＜必要人数＞の表の左から１

列目及び２列目全て 

・２９行目から３０行目全て 

 なお、＜必要人数＞の表の＜必要

人数＞は１４行目、表の一番下の

行を２８行目と数える（以下同じ） 

・３３行目全て 

 ８ ・１行目から２９行目全て 

 ９ ・１行目から１０行目全て 

・１３行目から１４行目全て 

令和３年７月１４日面談箋 １ ・内容の欄の７行目全て 

・内容の欄の１１行目１文字目から

１３行目１０文字目まで 

・内容の欄の１３行目２４文字目か  

 ら１９行目１０文字目まで 

・内容の欄の１９行目２４文字目か

ら２０行目末まで全て 

令和３年８月６日打合記録簿 １ ・４ 相手の欄の非開示となっている

職名 

 ２ ・令和３年８月６日お打ち合わせ資

料の＜必要人数＞の表の左から１

列目及び３列目全て 

・２６行目から２７行目全て 
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本件行政文書 ページ 実施機関が開示と判断した部分 

 なお、＜必要人数＞の表の＜必要

人数＞は８行目、表の一番下の行

を２５行目と数える（以下同じ） 

・３０行目全て 

令和３年８月２３日打合記録

簿 

１ ・４ 相手の欄の非開示となっている

職名 

 

令和３年８月５日風の会資料 １ ・１ページの非開示部分全て 

令和３年９月２日風の会資料 １ ・１ページの非開示部分全て 

令和３年６月１７日復命書 ３ ・３ページ全て 

 ４ ・４ページ全て 

 ５ ・５ページ全て 

 ６ ・６ページ全て 

 ７ ・７ページ全て 

 ８ ・８ページ全て 

 ９ ・９ページ全て 

 １０ ・１０ページ全て 

 １１ ・１１ページ全て 

 １２ ・１２ページ全て 

令和３年７月８日復命書 ３ ・３ページ全て 

 ４ ・４ページ全て 

 ５ ・５ページ全て 

 ６ ・６ページ全て 

 ７ ・７ページ全て 

 ８ ・８ページ全て 

 ９ ・９ページ全て 

 １０ ・１０ページ全て 

 １１ ・１１ページ全て 

 １２ ・１２ページ全て 

令和３年９月２７日復命書 ３ ・３ページ全て 

 ４ ・４ページ全て 

 ５ ・５ページ全て 
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本件行政文書 ページ 実施機関が開示と判断した部分 

 ６ ・６ページ全て 

 ７ ・７ページ全て 

 ８ ・８ページ全て 

 ９ ・９ページ全て 

 １０ ・１０ページ全て 

 １１ ・１１ページ全て 

 １２ ・１２ページ全て 

 １３ ・１３ページ全て 

 １４ ・１４ページ全て 

 １５ ・１５ページ全て 
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別紙２ 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

令和４． ５． ２ 〇 諮問を受けた。（諮問第２５８号） 

令和７． ８．２９ 
（第４６３回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和７．１１．２５ 

（第４６６回審査会） 
○ 事案の審議を行った。 

令和８． １．２９ 
（第４６８回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和８． ２．２７ 
（第４６９回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 
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（参考） 

宮城県情報公開審査会委員名簿（五十音順） 

 

 

     

      （令和８年 月 日現在） 

氏   名 区   分 備   考 

板  明 果 東北学院大学経済学部経済学科准教授 会長職務代理者 

菅 野    修 弁護士  

三 瓶  淳 弁護士 会長 

高 橋 由 佳 
一般社団法人イシノマキ 

・ファーム代表理事 
 

堀 澤 明 生 東北大学大学院法学研究科准教授  

 

 


